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拒絶査定審決取消訴訟

（「空気入りタイヤ」発明の進歩性誤認事件）

−平成28年（行ケ）第10068号、平成29年２月７日判決言渡−

　本願発明は引用発明に引用例２を組み合わせることにより容易想到であるとした審決については、引
用発明に引用例２を組み合わせることができることは、技術的な考察の上から審決が認定するとおりで
あるとしながらも、引用例２の記載から、本願発明の構成の一部である、外側ベルトの切断端部を、タ
イヤの赤道面から0.15〜0.35Ｗの範囲に位置させることを適宜になし得るとの被告の主張は誤りであり、
引用例２から、本願発明の構成中の外側ベルトの切断端部を、タイヤの赤道面から0.15〜0.35Ｗの範囲に
位置させるということを導き出すこともできないとして、審決の判断は誤りがあるとして審決が取り消
され、本願発明は特許された事例である。
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第１　裁判所の認定及び判断について
１　本願発明について　

本願発明（特願2010－215766号）に係る特許の特許請求の範囲の記載は、審決記載の請求項１のとお
りであるところ、本願明細書の記載によれば、本願発明の特徴は、以下のとおりである。
（１）本願発明は、航空機に使用される空気入りタイヤに関し、航空機タイヤの軽量化を図りつつ、ス
タンディングウェーブの発生、外傷によるカットやピールオフの発生、及び、外側ベルトの両端で
のセパレーションの発生を、それぞれ抑制することを目的とし、本願発明の特徴点として以下の項
目を含む５項目が認定されている。
④外側ベルトの切断端部の位置の下限をタイヤ赤道面から0.15Ｗとしたから、タイヤ耐圧性を確保す
るとともに、遠心力による迫出し時のひずみの集中を避けることができ、上限をタイヤ赤道面から
0.35Ｗとしたから、せん断ひずみの集中を避けることができ、その結果、セパレーションの発生を抑
制できる。⑤外側ベルトの切断端部が、断面内での変形が比較的大きくなる周方向主溝のタイヤ径
方向内側位置にないから、その切断端部でのセパレーションの発生を抑制できる。

２　引用発明について
引用例１（特開2001－163008号公報）には、審決認定の引用発明が記載されており、この審決の認定
には当事者間に争いはない。引用例１の記載によれば、以下の点が開示されているものと認められる。
（１）　引用発明は、航空機等に装着される高速重荷重用空気入りタイヤに関し、従来の発明を考慮して、
最外側切離しプライのプライ端を周溝から幅方向外側に周溝の開口幅Ｈの0.6倍を超えるだけ離した
から、走行時に周溝の溝底に大きなひずみが生じても、最外側切離しプライのプライ端はこのひず
みの影響をあまり受けない。引用発明では、最外側切離しプライのプライ端でのセパレーションが
効果的に抑制され、タイヤ耐久性が向上するという効果を奏する。

３　相違点（切断端部の配置）に係る容易想到性について
（１）本願発明と引用発明との、審決が認定した相違点については当事者間に争いがない。

本件審決は、上記相違点のうち、接地幅に対する切断端部の位置に関する相違点について、引用
例２に記載された技術事項を適用した引用発明において、外側ベルトの切断端部を、トレッドの接
地幅をＷとした場合に、タイヤ赤道面から（0.15〜0.35）Ｗの範囲に配置することは、当業者が適宜
になし得たものであると判断した。

（２）引用例２（特開平８－230410号公報）に記載された技術事項について　　
ア　引用例２に記載された技術事項が、「タガ効果を維持し、ベルト層両端の損傷を防止するために、
ベルトプライの両端を折り返し、その折り返し部がトレッドのショルダー部に位置するように形
成する」技術事項であることは、当事者間に争いがない。
イ　そして、引用例２の記載によれば、引用例２に記載された発明の技術分野、背景技術は、以下
のとおり認められる。
（ア）　引用例２に記載された発明は、十分な負荷能力を有し、航空機の離着陸の高速回転に伴う
遠心力に耐え、かつ機体の衝撃の緩和が効果的に達成できる航空機用タイヤに関するものである。

（イ）　従来の航空機用タイヤの問題点が記載されており、問題の点の解決策が記載されている。
ウ　さらに、引用例２に記載された技術事項に関し、以下の記載がある。
【0012】この発明は・・・、ラジアル構造を基本とし、カーカスコード、ベルトコードに特定の
引張弾性率を有するコードを用いるとともに、ベルト層、クッションゴム及びビードエーペック
スを特定構造とすることにより、従来のラジアル構造の欠点である航空機の離着陸時の衝撃緩和
効果を高めかつベルト層両端の損傷を防止し、ラジアル構造の航空機タイヤの耐久性を全体的に
高めた航空機タイヤを提供することを目的とする。
【0022】・・・本発明では、ベルト層のコードに比較的低弾性率のコードを用いるためベルト層


